
証券コード　4627

株 主 各 位 平成29年１月11日

愛 知 県 み よ し 市 打 越 町 生 賀 山 1 8 番 地

ナ ト コ 株 式 会 社

代表取締役社長 粕 谷 健 次

第70期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第70期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年１月25日（水曜日）午後５時まで
に到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１． 日 時 平成29年１月26日（木曜日）午前10時

２． 場 所 愛知県みよし市打越町生賀山18番地

ナトコ株式会社　本社事務所　四階ホール

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第70期（平成27年11月１日から平成28年10月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告

の件

２．第70期（平成27年11月１日から平成28年10月31日まで）計算書類報告の

件

決 議 事 項

第１号議案 　剰余金処分の件

第２号議案 　取締役９名選任の件

第３号議案 　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.natoco.co.jp）に掲載させていた
だきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで）

１．企業集団の現況

(1）当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における世界経済は、米国・欧州経済は緩やかに回復し

ているものの、中国を始めとする新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題

など、先行きに不透明感がありました。

　わが国経済においては、企業収益や雇用情勢の改善等から緩やかな回復

傾向であったものの、個人消費に力強さが欠け、また、株式市場や為替相

場の急激な変動など引き続き注視を要する状況でありました。

　このような経済状況のもと、当社グループは独自性と高付加価値で優位

性を持つ製品やサービスを提供するとともに、販売拡大に向け国内外に営

業活動を推進してまいりました。この結果、当連結会計年度の売上高は

14,852百万円（前期比0.4％減）となりました。

　一方、利益面におきましては、原価低減に取り組んだ結果、営業利益

1,187百万円（前期比27.0％増）となりました。また、経常利益及び親会社

株主に帰属する当期純利益は、在外連結子会社に対する外貨建貸付金の為

替差損の計上により、経常利益987百万円（前期比6.6％減）、親会社株主

に帰属する当期純利益598百万円（前期比1.3％減）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

（塗料事業）

　金属用塗料分野では、中国経済の減速や国内外ユーザーの設備投資の

減少などの影響はあるものの、ユーザーの環境意識の高まりにより環境

対応型製品が堅調に推移したことで、売上高は前期に比べ増加いたしま

した。内装建材用塗料分野では、無塗装フローリング製品の増加の影響
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や新規ユーザーの採用時期が当初予定より遅れていることにより、売上

高は前期に比べ減少いたしました。外装建材用塗料分野では、ユーザー

が消費税率引き上げの延期により製品在庫調整を実施したことで、売上

高は前期に比べ減少いたしました。その他分野の樹脂素材分野において

は、スマートフォン向けの製品が低調であったため、売上高は前期に比

べ減少いたしました。

　その結果、塗料事業における当連結会計年度の売上高は10,129百万円

（前期比3.4％減）、セグメント利益は1,146百万円（前期比18.0％増）

となりました。

（ファインケミカル事業）

 化成品分野では、サーマルリボン及び電子材料向けコーティング剤が

堅調に推移したことや、自動車部品向けコーティング剤の新規獲得によ

り、売上高は前期に比べ増加いたしました。

 その結果、ファインケミカル事業における当連結会計年度の売上高は

1,054百万円（前期比17.9％増）、セグメント利益は147百万円（前期比

164.6％増）となりました。

（シンナー事業）

 シンナー事業におきましては、純品と競合する単体再生品は、原油安

で原材料価格が低落した影響による値下げや需要の減少があったものの、

混合溶剤については新規顧客の獲得、既存顧客への販売拡大により、売

上高は前期に比べ増加いたしました。

 その結果、シンナー事業における当連結会計年度の売上高は3,669百万

円（前期比4.0％増）、セグメント利益は416百万円（前期比4.1％減）と

なりました。
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企業集団の事業セグメント別売上高は次のとおりであります。

事 業 （ 製 品 ） 区 分 売上高（百万円） 構 成 比 （ ％ ）

塗 料 事 業 10,129 68.2

金 属 用 塗 料 4,784 32.2

内 装 建 材 用 塗 料 1,133 7.6

外 装 建 材 用 塗 料 3,778 25.4

そ の 他 432 2.9

フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 事 業 1,054 7.1

シ ン ナ ー 事 業 3,669 24.7

合 計 14,852 100.0

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施いたしました企業集団の設備投資の総額は928

百万円で、その主なものは次のとおりであります。

イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

　　塗料事業　　　当社本社工場　　　　　　ボイラー設備の更新

　　シンナー事業　巴興業株式会社本社工場　屋外貯蔵所設置工事

　　　　　　　　　有限会社アイシー産業　　蒸留設備の増設

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

　　シンナー事業　巴興業株式会社山口工場　再生溶剤製造設備の新設

ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

　　塗料事業　　　耐涂可涂料化工（青島）有限公司の建物等の売却

③　資金調達の状況

　記載する事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 67 期

(平成25年10月期)
第 68 期

(平成26年10月期)
第 69 期

(平成27年10月期)

第 70 期
(当連結会計年度)
(平成28年10月期)

売 上 高 (百万円) 16,006 14,190 14,909 14,852

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 1,507 739 606 598

１株当たり当期純利益 (円) 205.87 90.89 80.44 79.36

総 資 産 (百万円) 20,927 19,913 20,790 20,456

純 資 産 (百万円) 15,250 15,346 15,919 15,998

１株当たり純資産額 (円) 1,940.21 2,034.46 2,110.42 2,120.82

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

耐涂可涂料化工（青島）有限公司 350万米ドル 100％
塗料及びファインケミカル
の製造・販売

耐涂可精細化工（青島）有限公司 8,800万人民元 100％
塗料及びファインケミカル
の製造・販売

巴 興 業 株 式 会 社 50百万円 100％
シンナーの製造・販売及び
産業廃棄物収集運搬・処分

有限会社豊川シーエムシー 4百万円 100％ 塗料の調色加工

有限会社アイシー産業 24百万円 100％
廃液の再生及び販売、廃棄物の
収集・運搬、劇物の製造及び販
売

N A T O C O  P A I N T
PHILIPPINES,INC.

45百万フィリピンペソ 100％
塗料及びファインケミカル
の製造・販売
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(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境や今後の市場動向を踏まえ、対処すべき

課題は、次のとおりであります。

①海外展開への注力

国内人口の減少、企業の海外移転に伴い国内需要が減少する中、今後の事

業拡大には海外市場への注力は不可欠であります。このため、耐涂可精細化

工（青島）有限公司、NATOCO PAINT PHILIPPINES,INC.の生産・販売体制の強

化により現地での安定した製品供給を可能にし、戦略的なグローバル展開を

図ってまいります。

②技術・開発力の強化

製品寿命が短くなる中、独自性と高付加価値で優位性を持つ製品、市場が

求める品質と価格を兼ね備えた製品を安定かつ継続的に提供するモノづくり

体制を構築してまいります。

③経営基盤の強化

国内、海外拠点の連携を強化し、内外の環境変化に即応した販売戦略、経

営資源、生産体制の見直しを行うことにより、経営効率の向上を図るととも

に、収益基盤の強化に向けた体制を構築してまいります。

(5) 主要な事業内容（平成28年10月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 品

塗 料 事 業 金属用塗料、内装建材用塗料、外装建材用塗料

ファインケミカル事業 高機能性樹脂、各種機能性微粒子

シ ン ナ ー 事 業 各種シンナー
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(6) 主要な営業所及び工場（平成28年10月31日現在）

当 社

本　　社　：愛知県みよし市打越町
本社工場　：愛知県みよし市打越町
群馬工場　：群馬県みどり市
名古屋工場：名古屋市瑞穂区
東部支店　：さいたま市南区
中部支店　：愛知県みよし市打越町
西部支店　：大阪市北区
西南部支店：福岡市博多区
韓国支店　：大韓民国京畿道水原市

耐涂可涂料化工（青島）有限公司 中華人民共和国山東省青島胶州市

耐涂可精細化工（青島）有限公司 中華人民共和国山東省青島平度市

巴 興 業 株 式 会 社 愛知県みよし市打越町

有限会社豊川シーエムシー 愛知県豊川市上長山町

有限会社アイシー産業 福島県本宮市糠沢

N A T O C O  P A I N T
PHILIPPINES,INC.

フィリピン共和国 バタンガス州

(7) 使用人の状況（平成28年10月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

353名 2名減

  （注）上記のほか、嘱託、臨時従業員及びパートタイマーを雇用しておりますが、上表の員数

に含めておりません。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

207名 3名増 41.3歳 17.2年

  （注）上記のほか、嘱託、臨時従業員及びパートタイマーを雇用しておりますが、上表の員数

に含めておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年10月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年10月31日現在）

①　発行可能株式総数 26,299,000株

②　発行済株式の総数 8,144,400株

③　株主数 1,546名

④　大株主（上位10名）

株　　　　　　　主　　　　　　　名 持 株 数 持 株 比 率

粕 谷 忠 晴 1,312,500株 17.39％

ナ ト コ 共 栄 会 888,200株 11.77％

有 限 会 社 巴 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 490,600株 6.50％

粕 谷 太 一 436,200株 5.78％

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 240,000株 3.18％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 230,000株 3.04％

粕 谷 英 史 212,800株 2.82％

株 式 会 社 中 京 銀 行 210,000株 2.78％

粕 谷 健 次 162,800株 2.15％

粕 谷 幸 子 144,900株 1.92％

（注）　持株比率は自己株式（600,920株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成28年10月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 粕 谷 忠 晴 有限会社巴ホールディングス取締役

代 表 取 締 役 社 長 粕 谷 健 次 有限会社豊川シーエムシー代表取締役

専 務 取 締 役 川 上 　 進
研究所長

品質保証部長

取 締 役 山 本 　 豊

経営管理部長

生産企画部長

耐涂可精細化工（青島）有限公司董事長

取 締 役 粕 谷 太 一 塗料事業部長

取 締 役 石 内 専 三 生産部長

取 締 役 大 野 富 久 化成品事業部長

取 締 役 粕 谷 英 史

購買部長

海外事業部長

NATOCO PAINT 
PHILIPPINES,INC.PRESIDENT

取 締 役 脇 田 政 美
脇田会計事務所所長

株式会社ロマンティア監査役

監 査 役 （ 常 勤 ） 山 門 祥 彦

監 査 役 山 田 靖 典 山田靖典法律事務所所長

監 査 役 今 枝 　 剛

今枝会計事務所所長

税理士法人ブレインワン代表社員

株式会社パレモ監査役

（注）１．取締役脇田政美氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出て

　　　　　おります。

   ２．監査役山田靖典氏及び監査役今枝剛氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立

　　　 役員として届け出ております。

　 ３．監査役今枝剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

　　   度の知見を有するものであります。

－ 9 －



②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由
退任時の地位及び担当並びに
重 要 な 兼 職 の 状 況

脇 田 政 美 平成28年１月26日 辞 任

当社社外監査役

脇田会計事務所所長

株式会社ロマンティア監査役

③　取締役及び監査役に対する報酬等の総額

　　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

9名
（1名）

144,141千円
（2,864千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4名
（3名）

17,780千円
（1,720千円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

13名
（4名）

161,921千円
(4,584千円）

 (注) １．上記には、平成28年1月26日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した監査

役１名を含んでおります。

　　　２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

    　３．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額29,130千円（取締役９名に対し26,430千

円（うち社外取締役１名に対し930千円）、監査役３名に対し2,700千円（うち社外監

査役２名に対し1,400千円））。

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額19,271千円（取締役９名に対し

17,631千円（うち社外取締役１名に対し134千円）、監査役４名に対し1,640千円（う

ち社外監査役３名に対し320千円））。

４．取締役の報酬限度額は平成25年１月29日開催の第66期定時株主総会において、年額

200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

５．監査役の報酬限度額は、平成13年１月26日開催の第54期定時株主総会において、年額

30,000千円以内と決議いただいております。
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(4) 社外役員等に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役脇田政美氏は脇田会計事務所所長、並びに株式会社ロマンティア

の監査役を兼職しておりますが、当社と脇田会計事務所、株式会社ロマン

ティアとの間に特別な取引関係はありません。

　監査役山田靖典氏は、山田靖典法律事務所所長を兼務しております。

　当社は山田靖典法律事務所と法律相談に関する顧問契約を締結してお

ります。

　監査役今枝剛氏は税理士法人ブレインワン代表社員を兼務しておりま

す。

　当社は税理士法人ブレインワンと税務相談に関する税務契約を締結し

ております。

　また、同氏は今枝会計事務所所長、並びに株式会社パレモの監査役を兼

務しておりますが、当社と今枝会計事務所、株式会社パレモとの間に特別

な取引関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

　社外取締役であります脇田政美氏は取締役会にはすべて出席しており、

当社の事業分野における専門家の立場から、取締役会の意思決定の妥当性

や適正性を確保するための助言や提言を行っております。

　社外監査役であります山田靖典氏は監査役会には適宜出席、今枝剛氏は

監査役会にはすべて出席しており、弁護士・公認会計士として、それぞれ

専門的な見地から諸課題に対して発言しております。両氏は取締役会に

は出席しておりませんが、常勤監査役（すべての取締役会及びその他重要

会議に出席）とは、平時において監査役としての指摘、確認事案が発生す

れば、その都度検討を行い、監査役会としての意見を形成しております。
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(5) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

支払額（千円）

イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 18,660

ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額
18,660

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記イ．

の金額は合計額を記載しております。

③　会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

　当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した

結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行ってお

ります。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解

任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的

に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。
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(6) 会社の体制及び方針

①業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容

の概要は以下のとおりであります。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

子会社を含め、全社において取締役及び使用人は、コンプライアン

スに関する規程の遵守、内部監査部門による業務活動全般にわたる監

査の実施を通じ、企業活動における法令等遵守、公平性、倫理性を確

保する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令・社内規程に基づき、文書等の管理を行う。

また、情報の管理については、情報セキュリティ規程に基づき対応

する。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社を含め、全社において各事業部門がリスクの内容に応じてそ

れぞれの役割に応じて自主的・主体的に対応する体制で行っている。

重要な事項については、取締役会・経営会議への報告を行い、取締役

会などにおいて監視・監督を行う。

また、危険物を取扱う関係上、特に事故防止・災害防止等の推進を

図るため「安全衛生委員会」を設置し、毎月１回、討議・連絡・報告

を行い、生じ得るリスクに備え活動している。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社を含め、全社において取締役の職務執行について、役員規程

等の諸関連規程に基づきそれぞれの権限及び責任を明確にして、業務

執行手続が円滑になされ、効率的に遂行されることを図る。

また、子会社を含め、全社において諸関連規程に従い、経営に大き

な影響を与える重要な事項について、合議制に基づいた慎重かつ着実

な意思決定を行う。
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ホ．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

当社取締役及び各部門長、子会社代表者にて構成され、毎月１回の

定期開催の取締役会で決定された基本方針に基づき、当社及び子会社

の経営に関する重要な事項を協議・決定し、各部門の業務執行に関す

る重要事項の調整を行う。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお

ける当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関す

る事項

取締役は、監査役を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場

合、取締役と協議し、常に適正を考慮した人選を行い配置する。また

取締役及び使用人は、当該使用人の人事異動、懲戒等に関して監査役

会の事前の同意を得るものとする。さらに監査役の職務の遂行に伴

い、当該使用人に対する指示がなされた場合、取締役及び使用人は指

示の遂行が円滑になされることを確保するために、当該使用人の往査

等その他の方法による調査に協力し、必要情報を速やかに提供する。

ト．取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者

から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

当社グループの役員、使用人等は当社グループに重大な損失を与え

る事項が発生し、又は発生する恐れがあるとき、当社グループの役

員、使用人等による違法又は不正行為を発見したとき等は、その情報

を遅滞無く監査役に報告するものとし、また監査役の求めに応じて適

宜、監査役会等で業務執行の状況を報告するものとする。

チ．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人は、内部通報者保護に関連する当社規程に準じて

当該報告をした者が、不利な取扱いを受けないように適切な処置をす

る。
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リ．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

に関する事項

監査役の職務の執行について費用又は債務が発生した場合は、取締

役及び使用人は、会社法第388条に則り、当該費用又は債務が監査役

の職務の執行に必要であるときには、請求によって所定の手続きによ

り償還が保障されるものとする。

また、当該費用又は債務は、通常、監査計画に応じて予算化される

が緊急の監査費用が発生した場合においても同様とする。

ヌ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役監査及び会計監査の相互連携については、監査の所見・情報

の交換を相互に行い、緊密な連携を図ることにより、監査の実効性向

上に努めている。

②業務の適正を確保するための体制の運用の状況

上記の業務の適正を確保するための体制については、各部署においてそ

の適切な運用に努めるとともに、内部監査室がその運用状況を随時モニタ

リングしており、不適切な点を発見した場合には直ちに是正処置を行いま

す。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主様への利益還元を経営の重要な政策と認識し、安定配当の継

続を基本方針として、業績の推移などを勘案して実施することとしておりま

す。

また、内部留保金につきましては、経営環境の変化に対応すべくコスト競

争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制の強化、更にはグロー

バル戦略の展開を図るために有効に活用する所存であります。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年10月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

信 託 受 益 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,713,432

6,498,062

4,521,473

241,816

200,000

865,277

33,965

429,361

107,099

600,000

221,040

△4,664

6,742,719

5,927,026

2,568,561

949,871

1,737,249

538,843

132,499

197,054

618,638

446,844

23,947

149,055

△1,208

流 動 負 債 3,744,548

支払手形及び買掛金 2,584,101

未 払 金 391,327

未 払 法 人 税 等 159,384

繰 延 税 金 負 債 430

賞 与 引 当 金 242,660

役 員 賞 与 引 当 金 34,630

そ の 他 332,014

固 定 負 債 713,229

役員退職慰労引当金 281,569

退職給付に係る負債 191,645

繰 延 税 金 負 債 58,413

そ の 他 181,601

負 債 合 計 4,457,777

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,453,839

資 本 金 1,626,340

資 本 剰 余 金 3,316,538

利 益 剰 余 金 11,027,213

自 己 株 式 △516,252

その他の包括利益累計額 544,535

その他有価証券評価差額金 177,603

為替換算調整勘定 398,607

退職給付に係る調整累計額 △31,675

非 支 配 株 主 持 分 －

純 資 産 合 計 15,998,374

資 産 合 計 20,456,152 負 債 純 資 産 合 計 20,456,152

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,852,314

売 上 原 価 11,116,276

売 上 総 利 益 3,736,037

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,548,731

営 業 利 益 1,187,306

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,403

受 取 配 当 金 9,252

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 10,000

そ の 他 営 業 外 収 益 23,828 46,484

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19

為 替 差 損 224,941

そ の 他 営 業 外 費 用 20,973 245,935

経 常 利 益 987,855

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 47,632

補 助 金 収 入 18,874 66,507

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 7,167

固 定 資 産 圧 縮 損 18,037 25,205

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,029,157

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 408,754

法 人 税 等 調 整 額 21,783 430,537

当 期 純 利 益 598,620

非支配株主に帰属する当期純利益 －

親会社株主に帰属する当期純利益 598,620

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,626,340 3,316,538 10,624,724 △516,252 15,051,350

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △196,130 △196,130

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

598,620 598,620

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 402,489 － 402,489

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,626,340 3,316,538 11,027,213 △516,252 15,453,839

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主
持 分

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 140,815 735,575 △7,820 868,570 － 15,919,920

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △196,130

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

598,620

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

36,787 △336,968 △23,854 △324,035 － △324,035

当連結会計年度変動額合計 36,787 △336,968 △23,854 △324,035 － 78,454

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 177,603 398,607 △31,675 544,535 － 15,998,374

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　６社

連結子会社の名称　　耐涂可涂料化工（青島）有限公司

耐涂可精細化工（青島）有限公司

NATOCO PAINT PHILIPPINES,INC.

巴興業株式会社

有限会社豊川シーエムシー

有限会社アイシー産業

(2) 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

耐涂可涂料化工（青島）有限公司 12月31日　＊１

耐涂可精細化工（青島）有限公司 12月31日　＊１

有限会社アイシー産業 ９月30日　＊２

＊１：連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

＊２：連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産

製品、半製品、原材料、仕掛品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。

② 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　３年～50年

機械装置及び運搬具　　　　２年～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上

しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

なお、一部の連結子会社については、簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定に計上しております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(会計方針の変更に関する注記)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年

９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度

から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余

金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の

連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び

少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第

44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連

結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変

更しております。

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準第26号　平成28年３月28日）

(1) 概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果

会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計

基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認

会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱

い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を５つ

に分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的

に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の一部について必要な見直しを行っ

たもので、繰延税金資産の回収可能性について「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審

議会）を適用する際の指針を定めたものであります。

(2) 適用予定日

平成28年11月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結計算書類に与える影響

額については、現時点で評価中であります。
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(表示方法の変更に関する注記)

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「電子記録債権」は120,457千円であります。

　前連結会計年度において「有形固定資産」の「その他」に含めておりました「建設仮勘定」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「建設仮勘定」は13,624千円であります。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他営業外収益」に含めておりました「受取ロイヤリ

ティー」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「受取ロイヤリティー」は10,000千円であります。

(会計上の見積りの変更に関する注記)

該当事項はありません。

(連結貸借対照表に関する注記)

１．担保に供している資産

定期預金 100,000千円

土地 55,804千円

　上記担保提供資産は、子会社の金融機関借入に対する担保提供でありますが、当連結

会計年度末現在、対応債務はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 13,894,882千円

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,144,400株 － － 8,144,400株

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

平成28年１月26日開催第69期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 105,608千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 14円

・基準日 平成27年10月31日

・効力発生日 平成28年１月27日

平成28年６月６日開催取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 90,521千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 12円

・基準日 平成28年４月30日

・効力発生日 平成28年７月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

平成29年１月26日開催第70期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 105,608千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 14円

・基準日 平成28年10月31日

・効力発生日 平成29年１月27日
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を原則とし

て自己資金により充当する方針でありますが、多額の資金を要する案件に関しては、市場

の状況を勘案の上、銀行借入、社債発行及び増資等の 適な方法により調達する方針であ

ります。資金運用については、主として預金及び安全性の高い有価証券等の金融資産で運

用する方針であります。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避する

ために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客等の信用リスクに晒されております。有価

証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び事業上の関係を有する企業の株式

であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であり、

流動性リスクを負っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権及び貸付金について、各事業部の営業担当部門が主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同

様の管理を行っております。

　満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少

であります。

　デリバティブ取引については、取引相手先を格付の高い金融機関に限定しているため信

用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）

の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。連結子会社についても、

同様の管理を行っております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い担当部門が行っており、月

次の取引実績は取締役会に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各事業部門からの報告に基づき財務担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新

するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会

社についても、同様の管理を行っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

　当連結決算日現在における営業債権のうち30.4％が特定の大口顧客に対するものであり

ます。
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２．金融商品の評価等に関する事項

　平成28年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に

は含まれておりません（（注２）をご参照ください。）。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 6,498,062千円 6,498,062千円 －千円

（2）受取手形及び売掛金 4,521,473 4,521,473 －

（3）電子記録債権 241,816 241,816 －

（4）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 435,216 435,216 －

（5）信託受益権 600,000 600,000 －

資産計 12,296,569 12,296,569 －

（1）支払手形及び買掛金 2,584,101 2,584,101 －

（2）未払金 391,327 391,327 －

（3）未払法人税等 159,384 159,384 －

負債計 3,134,813 3,134,813 －

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権、（5）信託受益権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

（4）有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は

取引金融機関から提示された価格によっております。

負債

（1）支払手形及び買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 1,627

その他有価証券 210,000

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「資産（4）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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（賃貸等不動産に関する注記）

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 2,120円82銭

２．１株当たり当期純利益 79円36銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

（その他の注記）

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年12月13日

ナトコ株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 井 上 嗣　平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 賢　次 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ナトコ株式会社の平成27年11月１日
から平成28年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、ナトコ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成27年11月１日から平成28年10月31日までの第70期事業

年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連

結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適

正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の

方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしま

した。

２．監査の結果

　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成28年12月13日

ナ ト コ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 山 門 祥 彦 

社 外 監 査 役 山 田 靖 典 

社 外 監 査 役 今 枝 剛 
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貸　借　対　照　表

（平成28年10月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
関係会社短期貸付金
１年内回収予定の
関係会社長期貸付金
信 託 受 益 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

11,456,475
5,521,980
712,906
194,033

2,844,100
200,000
659,156
33,150
296,126
14,586
80,626
165,346

39,600

600,000
98,901
△4,038

7,985,866
3,392,547
1,376,076

75,299
246,784
21,468
83,639

1,587,474
1,803
63,257
9,596
47,371
6,289

4,530,061
432,612

1,514,378
1,410,424
1,052,100

513
722

120,875
△1,565

流 動 負 債 3,338,840

支 払 手 形 41,088

買 掛 金 2,358,850

未 払 金 347,071

未 払 費 用 94,793

未 払 法 人 税 等 81,345

前 受 金 259

預 り 金 187,349

賞 与 引 当 金 197,680

役 員 賞 与 引 当 金 29,130

そ の 他 1,273

固 定 負 債 633,331

退 職 給 付 引 当 金 129,209

役員退職慰労引当金 277,244

資 産 除 去 債 務 8,839

長 期 預 り 保 証 金 160,515

繰 延 税 金 負 債 57,524

負 債 合 計 3,972,172

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,292,907

資 本 金 1,626,340

資 本 剰 余 金 3,316,538

資 本 準 備 金 3,316,538

利 益 剰 余 金 10,866,281

利 益 準 備 金 168,600

その他利益剰余金 10,697,681

配 当 積 立 金 70,000

買換資産圧縮積立金 72,149

別 途 積 立 金 9,908,000

繰越利益剰余金 647,532

自 己 株 式 △516,252

評価・換算差額等 177,261

その他有価証券評価差額金 177,261

純 資 産 合 計 15,470,169

資 産 合 計 19,442,341 負 債 純 資 産 合 計 19,442,341

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 10,983,853

売 上 原 価 8,203,130

売 上 総 利 益 2,780,723

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,939,833

営 業 利 益 840,889

営 業 外 収 益

受 取 利 息 42,750

受 取 配 当 金 199,204

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 10,000

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 732

そ の 他 営 業 外 収 益 42,485 295,173

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15

為 替 差 損 202,457

そ の 他 営 業 外 費 用 10,866 213,339

経 常 利 益 922,723

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,251

補 助 金 収 入 18,874 20,126

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 5,303

固 定 資 産 圧 縮 損 18,037 23,340

税 引 前 当 期 純 利 益 919,509

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 258,539

法 人 税 等 調 整 額 9,333 267,872

当 期 純 利 益 651,636

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年11月１日から
平成28年10月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合 計配 当

積 立 金
買 換 資 産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,626,340 3,316,538 168,600 70,000 70,497 9,508,000 593,677 10,410,775 △516,252 14,837,401

当 期 変 動 額

買換資産圧縮積
立 金 の 積 立

1,651 △1,651 － －

別 途 積 立 金 の 積 立 400,000 △400,000 － －

剰 余 金 の 配 当 △196,130 △196,130 △196,130

当期純利益 651,636 651,636 651,636

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

当期変動額合計 － － － － 1,651 400,000 53,854 455,505 － 455,505

当 期 末 残 高 1,626,340 3,316,538 168,600 70,000 72,149 9,908,000 647,532 10,866,281 △516,252 15,292,907

評価・換算差額等

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 140,712 14,978,113

当 期 変 動 額

買換資産圧縮積
立 金 の 積 立

－

別 途 積 立 金 の 積 立 －

剰 余 金 の 配 当 △196,130

当期純利益 651,636

株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)

36,549 36,549

当期変動額合計 36,549 492,055

当 期 末 残 高 177,261 15,470,169

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式、出資金

移動平均法による原価法を採用しております。

・その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、半製品、原材料、仕掛品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

・貯蔵品

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月1

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい

ております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から

費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しており

ます。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理

の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計方針の変更に関する注記）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年

９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用

を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首

以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直

しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計

基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわ

たって適用しております。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１

日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更して

おります。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。
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（表示方法の変更）

（貸借対照表）

　前事業年度において「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、金額的重要性が

増したため、当事業年度より、区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「電子記録債権」は98,049千円であります。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

定期預金 100,000千円

上記担保提供資産は、子会社の金融機関借入に対する担保提供でありますが、当事業年度

末現在、対応債務はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,190,307千円

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。

３．債務保証

子会社（有限会社豊川シーエムシー）の土地賃貸借契約に係

る契約残存期間の賃料に対する債務保証
58,500千円

４．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

(1) 短期金銭債権 247,252千円

(2) 短期金銭債務 27,117千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

① 売上高 232,995千円

② 仕入高 487,389千円

③ 営業取引以外の取引高 265,789千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 600,920株 －株 －株 600,920株
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 59,897 千円

未払事業税 10,197

未払費用 8,593

貸倒引当金 1,695

退職給付引当金 38,891

役員退職慰労引当金 83,494

関係会社出資金評価損 59,068

投資有価証券評価損 25,976

減損損失 3,139

その他 3,779

繰延税金資産小計 294,733

評価性引当額 △168,097

繰延税金資産合計 126,635

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △31,068

その他有価証券評価差額金 △72,398

その他 △65

繰延税金負債合計 △103,533

繰延税金資産の純額 23,102 千円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年

４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げが行われることとなりました。こ

れに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.4％

から平成28年11月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.3％

に、平成30年11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については

30.1％となります。

なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）

は624千円、法人税等調整額が4,472千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が3,848

千円増加しております。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　該当事項はありません。

－ 35 －



（関連当事者との取引に関する注記）

子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

子会社 巴興業株式会社 100.0 -
原材料等の
購入・販売

資金の貸付
（注）

396,000

1年内回収予定の
長期貸付金

39,600

関係会社
長期貸付金

356,400

利息の受取
（注）

4
その他
流動資産

4

子会社
耐涂可精細化工
（青島）有限公司

100.0 ２名
原材料等の販売
製品の購入

資金の貸付
（注）

96,150
関係会社
長期貸付金

695,700

利息の受取
（注）

35,468
その他
流動資産

26,703

(1) 取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 2,050円80銭

２．１株当たり当期純利益 86円38銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

（その他の注記）

　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年12月13日
ナトコ株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 井 上 嗣　平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 賢 次 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ナトコ株式会社の平成27年11
月１日から平成28年10月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監査報告書
　当監査役会は、平成27年11月１日から平成28年10月31日までの第70期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書に
ついて検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　 会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年12月13日

ナ ト コ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 山 門 祥　彦 

社 外 監 査 役 山 田 靖　典 

社 外 監 査 役 今 枝 剛 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

　第70期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展

開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金14円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は105,608,720円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成29年１月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強

化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

　　②　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円
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第２号議案　取締役９名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となります。つきまして

は、社外取締役１名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１ 粕 谷 忠 晴
(昭和19年11月20日生)

昭和45年４月　当社入社

昭和46年12月　当社取締役社長室長

昭和58年12月　当社専務取締役

昭和63年12月　当社代表取締役社長

平成17年６月　有限会社巴ホールディングス取締

役(現任）

平成22年11月　当社代表取締役会長（現任）

1,312,500株

２ 粕 谷 健 次
(昭和28年11月15日生)

昭和61年１月　当社入社

平成６年１月　当社取締役営業統括本部長

平成10年11月　当社常務取締役営業部・技術開発

部・技術管理部・研究所・名古屋

工場管掌

平成13年１月　当社専務取締役技術管理部・研究

所・総務部・経営管理部・生産管

理部・製造部・名古屋工場管掌

平成15年11月　当社専務取締役

平成18年11月　有限会社豊川シーエムシー取締役

平成19年１月　当社取締役副社長

平成22年８月　有限会社豊川シーエムシー代表取

締役（現任）

平成22年11月　当社代表取締役社長（現任）

162,800株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３ 山 本 　 豊
(昭和33年９月12日生)

平成７年７月　当社入社

平成15年11月　当社情報システム部長

平成19年11月  当社経営管理部長

平成22年１月　当社取締役経営管理部長

平成24年３月　耐涂可精細化工（青島）有限公司董事長（現任）

平成24年７月　当社取締役経営管理部長・生産企

画部長（現任）

2,000株

４ 粕 谷 太 一
(昭和49年10月６日生)

平成14年４月　当社入社

平成19年11月　当社購買部長

平成21年11月　当社副塗料事業部長

平成22年１月　当社取締役副塗料事業部長

平成23年11月　当社取締役塗料事業部長（現任）

436,200株

５ 石 内 専 三
(昭和32年３月26日生)

平成６年６月　当社入社

平成21年２月　当社生産部長

平成27年１月　当社取締役生産部長（現任）

2,000株

６ 大 野 富 久
(昭和46年１月１日生)

平成５年４月　当社入社

平成20年11月　当社化成品事業部長

平成27年１月　当社取締役化成品事業部長（現任）

1,400株

７ 粕 谷 英 史
(昭和52年３月９日生)

平成17年10月　当社入社

平成22年11月　当社購買部長

平成24年11月　当社購買部長・海外プロジェクト

部長

平成26年７月　NATOCO PAINT 

PHILIPPINES,INC.PRESIDENT

　　　　　　　（現任）

平成27年１月　当社取締役購買部長・海外事業部

長（現任）

212,800株

－ 41 －



候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

８
※

水 野 和 義
(昭和34年５月３日生)

昭和57年３月　当社入社

平成18年11月　当社塗料事業部無機建材用塗料チ

ーム部長

平成24年11月　当社塗料事業部外装建材用塗料チ

ーム部長（現任）

　　　－株

９ 脇 田 政 美
(昭和39年11月12日生)

平成７年８月　公認会計士登録

平成11年２月　公認会計士脇田会計事務所開業

（現任）

平成18年１月　当社社外監査役

平成20年12月　株式会社ロマンティア監査役（現任）

平成28年１月　当社社外取締役（現任）

　　　－株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　２．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　　３．脇田政美氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出て

　　おります。

　　　４．脇田政美氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営に関与したことはありません

　　が会計士として培われた専門的な知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておら

　　れることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしま

　　した。

　　　５．脇田政美氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は

　　本株主総会終結の時をもって１年となります。
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第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　取締役川上進氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、在任中の労に

報いるため、当社所定の規定に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたし

たいと存じます。

　なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じ

ます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴

川 上 　 進

平成17年１月　当社取締役
平成20年１月　当社常務取締役
平成22年11月　当社専務取締役
　　　　　　　現在に至る

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　　場　愛知県みよし市打越町生賀山18番地
ナトコ株式会社　本社事務所　四階ホール

交通機関
「車」
名古屋方面から 153号バイパス「打越インター」を下り右折、「打越上屋敷」交差点左折
豊 田 方 面 か ら 153号バイパス「西新町７丁目」交差点みよし方面（斜め左に入る）約500ｍ進

行方向右側

「公共交通」 地下鉄利用の場合（名古屋駅から約１時間強）
名 古 屋 駅 か ら 地下鉄東山線「伏見駅」乗換、鶴舞線「赤池駅」下車、タクシー利用

名鉄バス利用の場合（赤池駅から約30分）
「衣ケ原経由豊田市行」乗車、「三好特別支援学校」下車

豊 田 市 駅 か ら 名鉄バス「衣ケ原経由赤池駅行」乗車、「三好特別支援学校」下車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（豊田市駅から約30分）


